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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ピラクロホス 
CAS 番号：77458-01-6 
化審法官報告示整理番号： 
化管法政令番号：1-183 
RTECS 番号：TE8346000 
分子式：C14H18ClN2O3PS 
分子量：360.80 
換算係数：1 ppm = 14.75 mg/m3(気体、25℃) 
構造式：  
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（2）物理化学的性状 

本物質は淡黄色油状液体である1)。 
融点 <25℃2) 

沸点 164℃(0.01mmHg)2) 

比重 1.271(28℃)1) 

蒸気圧 1.20×10-8mmHg (=1.60×10-6Pa)(20℃)3) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.774) 

解離定数（pKa）  
水溶性 33mg/L(20℃)5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

化学分解性 
OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：110×10-12cm3/(分子･sec)(AOPWIN6)により計算) 
半減期：0.57～5.7 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 7）と仮定して計

算） 
 

生物濃縮性 
生物濃縮係数（BCF）：160(BCFWIN8)により計算) 
 

土壌吸着性 
土壌吸着定数（Koc）：250（PCKOCWIN9)により計算） 
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（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の国内生産量、輸出量（ともに原体換算）の推移を表1.1に示す10)。化学物質排出把

握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分は10tである。 

 
表 1.1 ピラクロホスの国内生産量・輸出量（原体換算）の推移 

農薬年度 8 9 10 11 12 13 14 15 
生産量 (t) 25.0 55.2 52.2 44.2 50.9 51.8 70.6 51.6 
輸出量 (t) 30.0 22.0 9.0 9.0 19.0 10.0 2.7 0.4 

 

② 用 途 

本物質の主な用途、排出源は農薬（殺虫剤）とされている11)。また、有機リン系殺虫剤で、

各種作物の主要害虫に高い活性を示すが、特に線虫類、ハダニ類、ネダニ類、アザミウマ類

にも高い防除効果があるとされている12)。 
 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：183）として指定さ

れている。 
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２．暴露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをも

とに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の暴露

を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

 （1）環境中への排出量 

ピラクロホスは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成15年度

の届出排出量1)、届出外排出量対象業種2)、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体3)から集計し

た排出量等を表2.1に示す。なお、届出外排出量対象業種・家庭・移動体の推計はなされていな

かった。 

 
表2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTRデータ）の集計結果（平成15年度） 

 
本物質の平成15年度における環境中への総排出量は、30tとなり、そのうち届出排出量は0.30t

で全体の1%弱で、届出外の排出量が多い。届出排出量の全てが公共用水域へ排出されるとして

おり、届出排出量の主な排出源は農薬製造業のみであった。 
表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排出

量の推定は媒体別には行われていない。届出外排出量の媒体別配分を「平成15年度PRTR届出外

排出量の推計方法等の詳細」4)をもとに行い、届出排出量と媒体別に合計したものを表2.2に示

す。 
環境中への推定排出量は、土壌が30t（全体の99%）であった。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒   体 推定排出量(kg) 

大   気 

水   域 

土   壌 

0
300

29,956

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合を、表2.1に示した環境中への排出量と下水道への移動量を

基に、USES3.0をベースに日本固有のパラメータを組み込んだMackay-Type LevelⅢ多媒体モデ

ル5)を用いて予測した。予測の対象地域は、平成15年度環境中への推定排出量が最大であった千

葉県（土壌への排出量3.1t）とした。予測結果を表2.3に示す。 
本物質の環境中への排出は土壌が大部分を占めており、環境中の媒体別分配割合は土壌が

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 300 0 0 0 170 29,956 300 29,956 30,256

業種別届出量　（割合）

0 300 0 0 0 170 物質名 ピラクロホス 届出 届出外

(100%) (100%) 化管法No. 183 1% 99%

届出

移動量　　(kg/年)排出量　　(kg/年)

農薬製造業

排出量　　(kg/年)

総排出量の構成比(%)

届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

届出
排出量

届出外
排出量

合計
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99.8％と予測された。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒   体 分配割合 (%) 

大   気 

水   域 

土   壌 

底   質 

0.0 
0.1 

99.8 
0.0 

（注）環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の水質及び底質中の濃度について情報の収集を試みたが、信頼性が確認された調査例

は得られなかった。 

 

（4）水生生物に対する暴露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質について、実測データに基づき水生生物に対する暴露の推定を行うことはできなかっ

た。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

 （1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性を確認したものを生物

群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると表3.1のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

信頼性 生物群 

 

急

性 

慢

性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 

 

生物分類 

 

エンドポイント/

影響内容 

暴露期間

[日] a b c 
文献 
 No. 

藻類 － － － － － － － － － － － 

甲殻類 － － － － － － － － － － － 

魚類 ○  40Pollimyrus isidori モルミュルス科 LC50 MOR 3  ○  1)-3042 

  ○  68Chrysichthys 
nigrodigitatus ギギ科 LC50 MOR 3  ○  1)-3042 

  ○  70Pollimyrus isidori モルミュルス科 LC50 MOR  2  ○  1)-3042 

  ○  78Chrysichthys 
nigrodigitatus ギギ科 LC50 MOR 2  ○  1)-3042 

その他 － － － － － － － － － － － 

毒性値（太字）：PNEC 算出の際に参照した知見として本文で言及したもの 
毒性値（太字下線）： PNEC 算出の根拠として採用されたもの 
信頼性：本初期評価における信頼性ランク（a, b までを採用） 

a：毒性値は信頼できる、b：毒性値はある程度信頼できる、c：毒性値の信頼性は低いあるいは不明 
エンドポイント 

LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、 
影響内容 

MOR（Mortality）： 死亡、 

 
本物質に関する知見として得られたのは魚類の急性毒性値のみであった。したがって、この

値の中の最小値より予測無影響濃度(PNEC)を導出した。上記表中において該当する毒性値には

下線が付されている。その知見の概要は以下のとおりである。 

 

１）魚類 

Yameogoら1)-3042は、Ward & Parrish (1983) の試験方法でモルミュルス科Pollimyrus isidoriの
急性毒性試験を実施した。この試験は半止水式（12時間毎換水）で実施された。設定濃度に

基づいて72時間半数致死濃度(LC50)を求めた結果、40µg/Lとなった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセスメント係数を適用することにより、予測無

影響濃度（PNEC）を求めた。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］

急性毒性値 
魚類 Pollimyrus isidori    72時間 LC50 40 µg/L 
アセスメント係数：1,000［1生物群（魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 
得られた毒性値をアセスメント係数1,000で除することにより、急性毒性値に基づくPNEC値

0.04 µg/Lが得られた。 
 
慢性毒性値については知見が得られなかったため、本物質のPNECとしては、魚類の急性毒性

値から得られた0.04 µg/Lを採用する。 

 

 （3）生態リスクの初期評価結果 
 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水質 平均濃度 最大濃度（PEC） PNEC PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった － 

公共用水域・海水 データは得られなかった データは得られなかった 
0.04 

µg/L － 
注)：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年を示す。 

2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
 

 
 
 
 
 
現時点では環境中濃度に関するデータが得られなかったため、生態リスクの判定はできない。

本物質の用途は殺虫剤であり、平成15年農薬年度の国内生産量（原体換算）は51.6tである。平

成15年度PRTRデータによれば水域への推定排出量は0.30tであり、大部分が土壌に分配すると予

測されているが、PNEC値は0.04µg/Lと小さい値を示す。したがって、生産量、環境排出量等の

推移を見守りつつ、生態毒性及び環境中濃度の把握の必要性を検討する必要があると考えられ

る。 
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